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規 則  

 

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 83 号  

   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則    

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 36 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 10

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 、 国 民 健 康 保 険

高 齢 受 給 者 証 、 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 資 格 証 明 書 」 を 「 国 民 健 康 保

険 資 格 確 認 書 、 資 格 情 報 通 知 書 （ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則 （ 昭 和 33

年 厚 生 省 令 第 53 号 ） 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 資 格 情 報 通 知 書 を

い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

 第 ３ 条 の 見 出 し 中 「 被 保 険 者 証 及 び 資 格 証 明 書 」 を 「 資 格 確 認 書

」 に 改 め 、 同 条 中 「 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 （ 以 下 「 被 保 険 者 証 」

と い う 。 ） 及 び 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 資 格 証 明 書 （ 以 下 「 資 格 証 明

書 」 」 を 「 国 民 健 康 保 険 資 格 確 認 書 （ 以 下 「 資 格 確 認 書 」 」 に 改 め

る 。  

 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 被 保 険 者 証 」 を 「 お い て 電

子 資 格 確 認 （ 法 第 36 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） を 受 け る こ と が で き な い 状 況 に あ る と き 又 は 資 格 確 認 書 」

に 改 め 、 同 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 被 保 険 者 証 」 を 「 資 格 確 認 書 」

に 改 め る 。  

 第 ５ 条 の 見 出 し 、 同 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 及 び 第 ２ 号 中 「 被 保 険

者 証 及 び 資 格 証 明 書 」 を 「 資 格 確 認 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 被

保 険 者 証 及 び 資 格 証 明 書 」 を 「 資 格 確 認 書 」 に 、 「 ま た は 」 を 「 又

は 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 被 保 険 者 証 及 び 資 格 証 明 書 」 を 「 資 格

確 認 書 」 に 改 め る 。  

 第 11 条 の ５ 第 １ 項 中 「 （ 昭 和 33 年 厚 生 省 令 第 53 号 ） 」 を 削 る 。  

 別 表 ３ の 項 中 「 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 」 を 「 国 民 健 康 保 険 資 格

確 認 書 」 に 改 め 、 同 表 中 ３ の ２ の 項 を 削 り 、 ５ の 項 を 次 の よ う に 改

め る 。  

５  削 除   

 別 表 ６ の 項 中 「 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 等 各 種 証 明 書 再 交 付 申 請

書 」 を 「 国 民 健 康 保 険 各 種 証 明 書 再 交 付 申 請 書 」 に 、 「 （ 第 ７ 条 の

３ に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 「 、 第 ７ 条 の ３ の ２ 第 １ 項
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」 に 、 「 第 27 条 の 14 の ２ 第 ６ 項 」 を 「 第 27 条 の 14 の ２ 第 ５ 項 」 に 改

め る 。  

 別 表 11 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

11   国 民 健 康 保 険 資 格 確 認 書 （ 特

別 療 養 費 の 対 象 者 用 ）  

法 施 行 規 則 第 27 条 の

５ の ２ 第 ４ 項  

 第 ２ 号 様 式 中 「 被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 、 「

※ 被 保 険 者 証 交 付 状 況 」 を 「 ※ 資 格 確 認 書 ・ 資 格 情 報 の お 知 ら せ 交

付 状 況 」 に 改 め 、 「 回 収 ・ 未 回 収 」 を 削 る 。  

 第 ３ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第３号様式 

 (表) 

神奈川県 

国民健康保険 

資格確認書 

有効期限 

発効期日 

記号  番号   （枝番） 

氏名 

生年月日  性別 

住所 

世帯主氏名 

適用開始年月日   負担割合 

交付年月日 

保険者番号 交付者名

横 浜 市 
印 

発行区名 

(縦5.4センチメートル、横8.6センチメートル) 

  (裏) 

備考 

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することがで

きます。記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。 

2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。 

3．私は、臓器を提供しません。 

≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

〔特記欄： 〕 

署名年月日：   年 月 日 

本人署名(自筆)： 家族署名(自筆)： 

（備考) 

１ 裏面に適宜注意事項等を記載することができる。 

２ 70歳未満の被保険者については、発効期日及び負担割合の記載を省略する。 

じん すい 
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 第 ３ 号 様 式 の ２ を 削 り 、 第 ４ 号 様 式 及 び 第 ５ 号 様 式 を 次 の よ う に

改 め る 。  

第 ４ 号 様 式 及 び 第 ５ 号 様 式  削 除  

 第 ６ 号 様 式 中 「 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 等 各 種 証 明 書 再 交 付 申 請

書 」 を 「 国 民 健 康 保 険 各 種 証 明 書 再 交 付 申 請 書 」 に 、 「 被 保 険 者 証

記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 、  

「  

  

              」  

を  

「  

  
              」  

に 、 「 被 保 険 者 証 等 各 種 証 明 書 に 」 を 「 各 種 証 明 書 に 」 に 、 「 保 険

証 を 」 を 「 上 記 証 明 書 を 」 に 改 め る 。  

 第 ７ 号 様 式 、 第 ８ 号 様 式 表 面 、 第 ９ 号 様 式 及 び 第 10 号 様 式 中 「 被

保 険 者 証 記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 改 め る 。  

 第 11 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

  



横　浜　市　報　　定期第 183 号　令和６年11月25日

7

第11号様式 

 (表) 

神奈川県 

国民健康保険 

資格確認書 

（特別療養） 

有効期限 

記号  番号   （枝番） 

氏名 

生年月日  性別 

住所 

世帯主氏名 

適用開始年月日 

交付年月日 

保険者番号 交付者名

横 浜 市 
印 

発行区名 

(縦5.4センチメートル、横8.6センチメートル) 

  (裏) 

注意事項 

この書面で診療を受けるときは、診療費用の全額を支払ってください。 

備考 

※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することがで

きます。記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。 

2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。 

3．私は、臓器を提供しません。 

≪1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。≫ 

【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】 

〔特記欄： 〕 

署名年月日：   年 月 日 

本人署名(自筆)： 家族署名(自筆)： 

（備考) 

裏面に適宜注意事項等を記載することができる。 

じん すい 
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 第 12 号 様 式 、 第 14 号 様 式 、 第 15 号 様 式 表 面 、 第 15 号 様 式 の ２ 表 面  

、 第 15 号 様 式 の ４ 表 面 及 び 第 17 号 様 式 か ら 第 19 号 様 式 ま で の 規 定 中

「 被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 改 め る 。  

 第 21 号 様 式 中 「 被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 、 「  

被 保 険 者 証 又 は 被 保 険 者 証 兼 高 齢 受 給 者 証 」 を 「 電 子 資 格 確 認 を 受

け る こ と が で き な い 状 況 又 は 資 格 確 認 書 」 に 、 「 「 被 保 険 者 証 」 又

は 「 被 保 険 者 証 兼 高 齢 受 給 者 証 」 」 を 「 「 資 格 確 認 書 」 」 に 改 め 、

同 様 式 注 意 中 「 、 そ の 窓 口 で 電 子 的 確 認 を 受 け る か 」 を 削 る 。  

 第 23 号 様 式 中 「 被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 、 「  

被 保 険 者 証 又 は 被 保 険 者 証 兼 高 齢 受 給 者 証 」 を 「 電 子 資 格 確 認 を 受

け る こ と が で き な い 状 況 又 は 資 格 確 認 書 の 」 に 改 め る 。  

 第 28 号 様 式 か ら 第 33 号 様 式 ま で 及 び 第 35 号 様 式 中 「 被 保 険 者 証 記

号 ・ 番 号 」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 改 め る 。  

 第 40 号 様 式 か ら 第 44 号 様 式 ま で 、 第 47 号 様 式 、 第 57 号 様 式 表 面 、

第 63 号 様 式 及 び 第 64 号 様 式 中 「 被 保 険 者 証 番 号 」 を 「 番 号 」 に 改 め

る 。  

 第 66 号 様 式 か ら 第 68 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 被 保 険 者 証 記 号 ・ 番 号  

」 を 「 記 号 ・ 番 号 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 国 民 健

康 保 険 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 （ 第 ３

号 様 式 を 除 く 。 ） は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と

が で き る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  415 号  

   横 浜 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 58 条 の ２ 及 び 横 浜 市 人

事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17 年 ２ 月 横 浜 市 条

例 第 ２ 号 ） 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 人 事 行 政 の 運 営 状 況 及 び

人 事 委 員 会 の 業 務 状 況 を 別 冊 の と お り 公 表 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 告 示 第  416 号  

   公 共 下 水 道 の 供 用 開 始  

 次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

排 水 施

設 の 方

式  

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら

な い 区 域  

供 用 開 始

年 月 日  

分 流 式   港 南 区 東 芹 が 谷 及 び 日 野 九 丁 目 の 各 一 部  

 旭 区 市 沢 町 、 上 白 根 町 、 四 季 美 台 及 び 西

川 島 町 の 各 一 部  

 戸 塚 区 平 戸 五 丁 目 及 び 深 谷 町 の 一 部  

 栄 区 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 の 一 部  

 泉 区 新 橋 町 の 一 部  

令 和 ６ 年

11 月 25 日  
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横 浜 市 告 示 第  417 号  

   終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始  

 次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

終 末 処 理 場

の 名 称  

終 末 処 理 場

の 位 置  

終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処

理 を 開 始 す る 区 域  

処 理 開 始

年 月 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 神

奈 川 水 再 生

セ ン タ ー  

神 奈 川 区 千

若 町 １ 丁 目

１ 番 地  

 旭 区 市 沢 町 及 び 西 川 島 町

の 各 一 部  

令 和 ６ 年

11 月 25 日  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 金

沢 水 再 生 セ

ン タ ー  

金 沢 区 幸 浦

一 丁 目 17 番

地  

 港 南 区 日 野 九 丁 目 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 都

筑 水 再 生 セ

ン タ ー  

都 筑 区 佐 江

戸 町 25 番 地  

 旭 区 上 白 根 町 及 び 四 季 美

台 の 各 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 西

部 水 再 生 セ

ン タ ー  

戸 塚 区 東 俣

野 町  231 番

地  

 戸 塚 区 深 谷 町 の 一 部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 一 水 再 生

セ ン タ ー  

栄 区 小 菅 ケ

谷 二 丁 目 ５

番 １ 号  

 栄 区 小 菅 ケ 谷 四 丁 目 の 一

部  

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 栄

第 二 水 再 生

セ ン タ ー  

栄 区 長 沼 町

82 番 地  

 港 南 区 東 芹 が 谷 の 一 部  

 戸 塚 区 平 戸 五 丁 目 の 一 部  

 泉 区 新 橋 町 の 一 部  
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横 浜 市 告 示 第  418 号  

   公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 の 変 更  

 南 区 別 所 五 丁 目 の 一 部 に お け る 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 方 式 を 、

合 流 式 か ら 分 流 式 に 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  627 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 15 日 掲 示 済 ）  

   固 定 資 産 評 価 補 助 員 証 の 無 効  

 次 の 固 定 資 産 評 価 補 助 員 証 は 、 紛 失 し た 旨 の 届 出 が あ っ た の で 、

紛 失 し た 日 か ら 無 効 と す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

証 票 番 号    所  属    氏  名  紛 失 年 月 日  

第  368 号  栄 区 役 所 総 務 部

税 務 課  

鳥  海    仁  令 和 ６ 年 10 月 30 日  
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横 浜 市 公 告 第  628 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   Ｊ ｏ ｙ ｆ ｕ ｌ  Ｇ ａ ｒ ｄ ｅ ｎ  Ｃ ｉ ｔ ｙ  

   南 区 別 所 一 丁 目 14 番 １ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信 託 銀 行  

    代 表 取 締 役  谷    司  朗  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信

託 銀 行  

代 表 取 締 役  

 奥    敦  之  

東 京 都 千 代 田 区 丸 の

内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信

託 銀 行  

代 表 取 締 役  

 谷    司  朗  

東 京 都 千 代 田 区 丸 の

内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ピ ー ア ッ プ  

代 表 取 締 役  

 中  込  正  典  

東 京 都 足 立 区 千 住 １

丁 目 ４ 番 １ 号  

ほ か ９ 者  

株 式 会 社 ア ル フ ァ ー  

代 表 取 締 役  

 島  田  昌  彦  

愛 知 県 江 南 市 前 飛 保

町 栄  232 番 地  

ほ か 10 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ５ 日  
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３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  629 号  

   公 園 の 一 時 利 用 停 止  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積  

一 時 利 用

停 止 の 態

様  

一 時 利 用 停 止

期 間  

大 岡 四 丁 目

第 三 公 園  

南 区 大 岡 四

丁 目 ４  

別 図 の と お り  

 585 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

25 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

谷 戸 田 公 園  南 区 蒔 田 町  

 977 番 の 12  

別 図 の と お り  

 392 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 11 月

25 日 か ら 令 和

７ 年 ３ 月 31 日

ま で  

平 戸 第 二 公

園  

戸 塚 区 平 戸

四 丁 目 31 番  

別 図 の と お り  

 4,536 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ６ 年 12 月

１ 日 か ら 令 和

７ 年 １ 月 24 日

ま で  

 別 図 （ 省 略 ）  

  



                     横 浜 市 報  定期第 183 号 令和６年11月25日 

17 

横 浜 市 公 告 第  630 号  

   農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 策 定  

 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 55 年 法 律 第 65 号 ） 第 18 条 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 定 め た の で 、 当 該 農 用 地 利 用 集

積 計 画 を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 場 所  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 32 番 １ 号  

  横 浜 市 北 部 農 政 事 務 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 南 部 農 政 事 務 所  

２  縦 覧 期 間  

  令 和 ６ 年 11 月 25 日 か ら 当 該 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 定 め ら れ た 利

用 権 存 続 期 間 又 は 残 存 期 間 満 了 の 日 ま で 備 え 置 く こ と と す る 。  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  631 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称  代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 24 日  

10995  金 子 工 業 株

式 会 社  

(新) 宇 賀 神  宏  之  緑 区 青 砥 町  415  

番 地  (旧) 田  中  善  樹  

令 和 ６ 年

７ 月 23 日  

30378  石 井 設 備 工

業 株 式 会 社  

(新) 石  井  政  徳  横 須 賀 市 長 井 １

丁 目 26 番 ８ 号  (旧) 田  中  榮  一  
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横 浜 市 公 告 第  632 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 第 2023 開 1109 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  港 北 区 下 田 町 二 丁 目 13 番 ２ 号  

  田  邉  文  彦  

  港 北 区 下 田 町 二 丁 目 13 番 ２ 号  

  田  邉  富  子  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 下 田 町 二 丁 目  922 番 の １ の 一 部 、  922 番 の 11 、  923 番 の

１ の 一 部 、  923 番 の ２ の 一 部 及 び  923 番 の 18  
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横 浜 市 公 告 第  633 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 10 月 12 日 第 2023 開 705 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地 の 29  

  株 式 会 社 横 浜 建 物  

   代 表 取 締 役  小  林  東 太 郎  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町  1,280 番 の １ 、  1,280 番 の ４ か ら  1,280 番 の

13 ま で 、  1,280 番 の 14 の 一 部 及 び  1,280 番 の 15 の 一 部  

  



                     横 浜 市 報  定期第 183 号 令和６年11月25日 

21 

横 浜 市 公 告 第  634 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ５ 月 30 日 第 2024 開 1702 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  川 崎 市 多 摩 区 宿 河 原 ２ 丁 目 26 番 １ 号  

  株 式 会 社 TAKI HOUSE  

   代 表 取 締 役  奥  山  武  志  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 柿 の 木 台 32 番 の 13 、 32 番 の 42 か ら 32 番 の 46 ま で 、 32 番 の

47 の 一 部 及 び 32 番 の 48 か ら 32 番 の 50 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  635 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ６ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ７ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   21.52 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 南 区 港 南 五 丁 目  2,530 番 の 53 、  2,530 番 の 56 及 び  2,530 番 の  

 59  

６  申 請 者 の 氏 名  

  弥 生 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  土  屋  啓  一  
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横 浜 市 公 告 第  636 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ８ ・ ５ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 11 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   24.99 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  旭 区 善 部 町 77 番 の 20  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 イ ン タ ー リ ア ル エ ス テ ー ト  

   代 表 取 締 役  市  村  文  孝  
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横 浜 市 公 告 第  637 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ８ ・ ４ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 11 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   20.98 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  旭 区 中 希 望 が 丘  113 番 の 37  

６  申 請 者 の 氏 名  

  テ イ ケ イ ホ ー ム 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  桐  田  哲  也  

  



                     横 浜 市 報  定期第 183 号 令和６年11月25日 

25 

横 浜 市 公 告 第  638 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 14 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ７ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   48.79 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  瀬 谷 区 相 沢 六 丁 目 42 番 の ４ 及 び 43 番 の 28  

６  申 請 者 の 氏 名  

  奥  津  亮  司  

  奥  津  和  子  
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横 浜 市 公 告 第  639 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 78 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ７ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   79.20 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 港 南 五 丁 目  2,269 番 の ８ 地 先 か ら  2,273 番 の ３ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  640 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 37 ・ 59 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ７ 日  

３  廃 止 す る 道 路 の 幅 員  

  5.00 ｍ  

４  廃 止 す る 道 路 の 延 長  

   32.80 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  泉 区 下 和 泉 三 丁 目  1,681 番 の １ 地 先 か ら 下 和 泉 四 丁 目  1,683 番

の 22 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  641 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 30 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 12 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   30.30 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  泉 区 中 田 南 五 丁 目  459 番 の 13 地 先 か ら  459 番 の 21 地 先 ま で  
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区 告 示  

 

旭 区 告 示 第 33 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 14 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 興 和 台 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 6 年 11 月 14 日  

               横 浜 市 旭 区 長  権  藤  由 紀 子  

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

規 約 に 定 め る

目 的  

民 主 主 義 の 精 神 に 基 づ

き 会 員 の 共 同 生 活 を 通

じ 、 会 員 相 互 の 親 睦 と

福 祉 を 増 進 し 明 る い 平

和 な 街 の 発 展 を 図 る こ

と 。  

会 員 相 互 の 親 睦 と 福 祉

の 増 進 を 図 り 、 地 域 的

な 共 同 活 動 を 行 う こ と

に よ り 、 良 好 な 地 域 社

会 の 維 持 及 び 形 成 に 資

す る こ と 。  

区 域  旭 区 川 島 町  2,921 番 地

の ９ か ら  2,921 番 地 の

57 ま で 、  2,937 番 地 の

５ 、  2,937 番 地 の ７ か

ら  2,937 番 地 の 18 ま で

、  2,950 番 地 の ２ か ら  

 2,950 番 地 の  221 ま で

、  2,972 番 地 の ５ 、 2,  

974 番 地 の ６ 、  2,976  

番 地 の ８ か ら 2,976 番 地

の  102 ま で 、  2,995 番

地 の ３ 、  3,000 番 地 の

16 か ら  3,000 番 地 の 26

ま で 、  3,007 番 地 の ４

、  3,011 番 地 の ４ か ら  

 3,011 番 地 の 11 ま で 、  

 3,016 番 地 の ３ か ら 3,  

016 番 地 の 95 ま で 、 3,  

018 番 地 の ２ か ら 3,01  

8 番 地 の 31 ま で 、 3,02  

4 番 地 の ３ か ら  3,024  

番 地 の 12 ま で 、  3,026  

番 地 の ５ か ら  3,026 番

地 の 37 ま で 、  3,034 番  

旭 区 川 島 町  2,921 番 地

、  2,937 番 地 、  2,950  

番 地 、 2,972 番 地 、 2,97  

4 番 地 、  2,976 番 地 、   

 2,995 番 地 、  3,000 番

地 の 16 か ら  3,000 番 地

の 26 ま で 、  3,007 番 地

の 4 、  3,011 番 地 、 3,  

016 番 地 、  3,018 番 地

、  3,024 番 地 、  3,026  

番 地 の 5 か ら  3,026 番

地 の 37 ま で 、  3,034 番

地 の 10 か ら  3,034 番 地

の 11 ま で 、  3,042 番 地

、  3,050 番 地 、  3,059  

番 地 、  3,069 番 地 及 び  

 3,070 番 地 ま で の 区 域  
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 地 の 10 か ら  3,034 番 地

の 11 ま で 、  3,042 番 地

の ５ か ら  3,042 番 地 の

６ ま で 、  3,044 番 地 の

２ 、  3,050 番 地 の ２ か

ら  3,050 番 地 の  144 ま

で 、  3,059 番 地 の ４ か

ら  3,059 番 地 の 28 ま で

、  3,064 番 地 の 11 、 3,  

069 番 地 の 10 か ら 3,06  

9 番 地 の 25 ま で 及 び 3,  

070 番 地 の 15 か ら 3,07  

0 番 地 の 17 ま で の 区 域  
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区 公 告  

 

中 区 公 告 第  240 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 12 日 掲 示 済 ）  

   漂 流 物 の 引 渡 し  

 水 難 救 護 法 （ 明 治 32 年 法 律 第 95 号 ） 第 24 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き

次 の と お り 漂 流 物 の 引 渡 し を 受 け た の で 、 所 有 者 に 引 き 渡 す 。  

   令 和 ６ 年 11 月 12 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二  

１  拾 得 物 件  

  小 型 船 舶  １ 隻 （ 白 色 ）  

２  拾 得 場 所  

  横 浜 港  本 牧 ふ 頭 Ｂ 突 堤 沖 合  

３  拾 得 年 月 日  

  令 和 ６ 年 10 月 ４ 日  

４  拾 得 者  

  横 浜 海 上 保 安 部  警 備 救 難 課 長  
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栄 区 公 告 第 84 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 15 日 掲 示 済 ）  

   徴 税 吏 員 証 及 び 市 税 犯 則 事 件 調 査 吏 員 証 の 無 効  

 次 の 徴 税 吏 員 証 及 び 市 税 犯 則 事 件 調 査 吏 員 証 は 、 紛 失 し た 旨 の 届

出 が あ っ た の で 、 紛 失 し た 日 か ら 無 効 と す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日  

               横 浜 市 栄 区 長  松  永  朋  美  

証 書 の 種 類  証 票 番 号  所  属    氏  名  紛 失 年 月

日  

徴 税 吏 員 証  第 １ 号  栄 区 役 所  

総 務 部 税 務 課  

鳥  海    仁  令 和 ６ 年

10 月 30 日  市 税 犯 則 事

件 調 査 吏 員

証  

第 １ 号  
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消 防 局  

 

消 防 局 公 告 第 ８ 号  

   消 防 法 に 基 づ く 措 置 命 令  

 次 の 防 火 対 象 物 は 、 消 防 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第  186 号 ） 第 17 条 第 １

項 の 規 定 に 違 反 し て い る の で 、 消 防 法 第 17 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 措 置 を と る こ と を 命 じ た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  平  中    隆  

１  防 火 対 象 物 の 所 在 地  

  都 筑 区 池 辺 町  3,412 番 地 の １ 及 び  3,412 番 地 の ２  

２  防 火 対 象 物 の 名 称  

  有 限 会 社 川 端 製 作 所  

３  命 令 を 受 け た 者 の 氏 名  

  有 限 会 社 川 端 製 作 所  

   代 表 取 締 役  川  端  秀  吉  

４  措 置 事 項  

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 ま で に 、 防 火 対 象 物 全 体 に 屋 内 消 火 栓 設 備 を  

 設 置 す る こ と 。  

５  命 令 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 ５ 日  
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水 道 局  

 

水 道 局 公 告 第 ５ 号  

   水 道 局 所 有 地 の 貸 付 け に 関 す る 一 般 競 争 入 札 の 施 行  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

１  競 争 入 札 に 付 す る 事 項  

 (1)  件 名  

   水 道 局 所 有 地 の 貸 付 け  

 (2)  物 件 の 所 在 等  

    土 地 の 所 在       地 目  地 積 （ ㎡ ）  

港 南 区 日 野 一 丁 目  1,195 番 の １  水 道 用 地      733.23     

 (3)  最 低 入 札 価 格 （ 月 額 ）  

     158,377  円  

 (4)  貸 付 物 件 の 使 用 目 的 （ 用 途 指 定 ）  

   横 浜 市 水 道 局 所 有 地 （ 港 南 区 日 野 一 丁 目 ） 借 受 事 業 者 募 集 要

領 （ 以 下 「 募 集 要 領 」 と い う 。 ） に よ る 。  

 (5)  貸 付 期 間  

   賃 貸 借 期 間 の 始 期 か ら ２ 年 間 （ 水 道 局 が 妥 当 で あ る と 判 断 し

た 場 合 更 新 可 能 （ 更 新 後 の 貸 付 期 間 及 び 更 新 回 数 は 水 道 局 が 定

め る 。 ） ）  

 (6)  入 札 に 付 す 条 件  

   募 集 要 領 に よ る 。  

２  募 集 要 領 の 交 付  

 (1)  交 付 期 間  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日 か ら 令 和 ６ 年 12 月 23 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜

日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規

定 す る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 45 分 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 15 分 ま で ）  

 (2)  交 付 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 水 道 局 事 業 推 進 部 資 産 活 用 課 （ 横 浜 市 庁 舎 20 階 ）  

   電 話 045(671)3658 

   ※ 横 浜 市 ホ ー ム ペ ー ジ （ 次 の ア ド レ ス ） か ら ダ ウ ン ロ ー ド す  

   る こ と も で き る 。  

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/baikyaku/  

  koubo-choki.html  



                     横 浜 市 報  定期第 183 号 令和６年11月25日 

35 

３  入 札 参 加 資 格  

  募 集 要 領 の 内 容 を 遵 守 し 、 確 実 に 事 業 を 実 施 し て い く 資 力 及 び

信 用 を 有 す る 法 人 （ 株 式 会 社 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に

限 る 。） で あ っ て 、 現 に 自 動 車 販 売 業 を 営 む 者 。 た だ し 、 次 に 掲 げ

る 者 を 除 く 。  

 (1)  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  167 条 の ４ の 規

定 に 該 当 す る 者  

 (2)  経 営 不 振 の 状 況 （ 破 産 手 続 開 始 、 民 事 再 生 手 続 開 始 、 会 社 更

生 手 続 開 始 若 し く は 特 別 清 算 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 手 形 取 引 停

止 処 分 が な さ れ て い る 状 況 を い う 。 ） に あ る 者  

 (3)  無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 平 成

11 年 法 律 第  147 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 処 分 を 受 け て

い る 団 体 若 し く は そ の 代 表 者 、 主 幹 者 そ の 他 の 構 成 員 又 は 当 該

構 成 員 を 含 む 団 体  

 (4)  横 浜 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 23 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 、 同 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員

等 、 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 経 営 支 配 法 人 等 又 は 同 条 例 第

７ 条 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る と 認 め ら れ る

者 （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 役 員 （ 業 務 を 執 行 す る

社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い う 。 ） が 暴 力

団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る と 認 め ら れ る も の を い う 。 ）  

 (5)  神 奈 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 22 年 神 奈 川 県 条 例 第 75 号 ） 第

23 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 違 反 し て い る 事 実 が あ る 者  

 (6)  横 浜 市 指 名 停 止 等 措 置 要 綱 （ 平 成 16 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） に 基 づ

く 指 名 停 止 措 置 を 受 け て い る 者  

 (7)  直 近 １ か 年 が 債 務 超 過 の 者 （ 資 産 総 額 か ら 負 債 総 額 を 減 じ た

値 が マ イ ナ ス に な っ て い る 状 態 の こ と 。 ）  

 (8)  国 税 、 地 方 税 を 滞 納 し て い る 者  

４  入 札 参 加 の 手 続  

  当 該 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 必 要 書 類 を 各 １ 部 用 意 し 、 受  

 付 期 間 内 に 送 付 先 ま で 一 般 書 留 又 は 簡 易 書 留 に て 郵 送 す る こ と 。  

 (1)  必 要 書 類  

   募 集 要 領 に よ る 。  

 (2)  受 付 期 間  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日 か ら 令 和 ６ 年 12 月 23 日 ま で （ 必 着 ）  

 (3)  送 付 先  

   （ 宛 先 ） 〒  231 － 0005  

       横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10   

       横 浜 市 役 所 内 郵 便 局 留  

   （ 受 取 人 ） 横 浜 市 水 道 局 事 業 推 進 部 資 産 活 用 課  
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５  入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所  

 (1)  入 札  

   令 和 ７ 年 １ 月 24 日 ま で （ 必 着 ）  

   一 般 書 留 又 は 簡 易 書 留 に て 郵 送 す る こ と 。  

   （ 宛 先 ） 〒  231 － 0005  

       横 浜 市 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

       横 浜 市 役 所 内 郵 便 局 留  

   （ 受 取 人 ） 横 浜 市 水 道 局 事 業 推 進 部 資 産 活 用 課  

 (2)  開 札  

   令 和 ７ 年 １ 月 31 日 午 前 10 時  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 庁 舎 20 階  中 会 議 室  

６  入 札 保 証 金  

  入 札 者 は 、 入 札 金 額 の  100 分 の ５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 、 横 浜 市

水 道 局 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 横 浜 市 水 道 局 出 納 取 扱 金 融 機

関 又 は 横 浜 市 水 道 局 収 納 取 扱 金 融 機 関 に 納 付 す る こ と 。  

  入 札 保 証 金 の 領 収 書 の 写 し を 入 札 書 と 共 に 横 浜 市 水 道 局 に 郵 送

す る 必 要 が あ る た め 、 入 札 書 の 郵 送 前 に 納 付 し て お く こ と 。  

７  入 札 の 無 効  

  次 の 入 札 は 無 効 と す る 。  

 (1)  第 ３ 項 の 資 格 条 件 を 満 た さ な い 者 が 行 っ た 入 札  

 (2)  一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 を 提 出 し て い な い 者 が 行 っ た 入 札  

 (3)  入 札 保 証 金 が 入 札 金 額 の  100 分 の ５ に 満 た な い 入 札  

 (4)  入 札 保 証 金 の 振 込 領 収 書 の 提 示 の な い 入 札  

 (5)  本 物 件 に 対 し て 行 っ た ２ 通 以 上 の 入 札  

 (6)  所 定 の 入 札 書 以 外 の 用 紙 を 使 用 し て 行 っ た 入 札  

 (7)  最 低 入 札 価 格 に 達 し な い 入 札  

 (8)  入 札 書 に 金 額 の 記 載 が な い か 、 金 額 を 訂 正 し た 入 札  

 (9)  入 札 書 に 入 札 者 の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 名 の 記 入 並 び に 押

印 の な い 入 札  

 (10)  不 正 の 行 為 が あ っ た 入 札   

 (11)  そ の 他 当 局 が 入 札 書 不 完 全 と 認 め た 入 札  

８  契 約 保 証 金  

  賃 料 の ６ か 月 分 に 相 当 す る 金 額 （ 入 札 保 証 金 を 差 し 引 い た 金 額

） を 、 横 浜 市 水 道 局 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 契 約 締 結 と 同

時 に 納 付 す る こ と 。  

９  賃 料 の 納 入 方 法  

  横 浜 市 水 道 局 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 四 半 期 ご と に 横 浜

市 水 道 局 が 定 め る 期 日 ま で に 納 付 す る こ と 。  

10  そ の 他  
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  詳 細 は 募 集 要 領 に よ る 。  
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交 通 局  

 

横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 25 号  

   横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程  

目 次  

 第 １ 章  総 則 （ 第 １ 条 ～ 第 ８ 条 ）  

 第 ２ 章  旅 客 営 業 （ 第 ９ 条 ～ 第 21 条 ）  

 第 ３ 章  そ の 他 の 取 扱 い （ 第 22 条 ～ 第 23 条 ）  

 附 則  

   第 １ 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 横 浜 市 高 速 鉄 道 （ 以 下 「 高 速 鉄 道 」 と い う 。  

） に お け る 、 旅 客 が 所 有 す る 識 別 番 号 が 記 録 さ れ た 決 済 媒 体 を 使

用 し た タ ッ チ 決 済 乗 車 （ 以 下 「 都 度 利 用 」 と い う 。 ） に よ る 旅 客

運 送 等 の 取 扱 い に つ い て 、 そ の 使 用 条 件 を 定 め る こ と を 目 的 と す

る 。  

 （ 適 用 範 囲 ）  

第 ２ 条  都 度 利 用 に よ る 高 速 鉄 道 の 旅 客 の 運 送 等 に つ い て は 、 こ の

規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  こ の 規 程 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 法 令 、 横 浜 市 高 速 鉄 道

運 賃 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 47 年 12 月 交 通 局 規 程 第 27 号 。 以 下 「 施 行

規 程 」 と い う 。 ） 等 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  こ の 規 程 及 び こ れ に 基 づ い て 定 め ら れ た 事 項 は 、 旅 客 に 予 告 な

く 変 更 す る こ と が あ る 。  

４  こ の 規 程 が 改 定 さ れ た 場 合 、 改 定 日 以 降 の 都 度 利 用 に よ る 旅 客

の 運 送 等 に つ い て は 、 改 定 さ れ た 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 用 語 の 意 義 ）  

第 ３ 条  こ の 規 程 に お け る 主 な 用 語 の 意 義 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と

お り と す る 。  

 (1)  「 タ ッ チ 決 済 」 と は 、 近 距 離 無 線 通 信 規 格 （ Ｎ Ｆ Ｃ ） Ｔ ｙ ｐ

ｅ Ａ ／ Ｂ を 活 用 し た Ｅ Ｍ Ｖ コ ン タ ク ト レ ス 決 済 を い う 。  

 (2)  「 決 済 媒 体 」 と は 、 タ ッ チ 決 済 で 乗 車 可 能 な ク レ ジ ッ ト カ ー

ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 及 び プ リ ペ イ ド カ ー ド （ 以 下 「 カ ー ド 」 と

い う 。 ） 又 は カ ー ド 機 能 を 搭 載 し て い る 携 帯 情 報 端 末 等 の 機 器

を い う 。  
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 (3)  「 タ ッ チ 決 済 乗 車 」 と は 、 タ ッ チ 決 済 乗 車 サ ー ビ ス 提 携 事 業

者 の Ｑ Ｕ Ａ Ｄ Ｒ Ａ Ｃ 株 式 会 社 （ 以 下 「 提 携 事 業 者 」 と い う 。 ）

が 運 用 す る サ ー バ 上 の ク ラ ウ ド 型 交 通 乗 車 シ ス テ ム の 機 能 を 利

用 し た 電 子 式 証 票 の 入 出 場 情 報 に よ る 乗 車 の こ と を い う 。  

 (4)  「 対 応 改 札 機 」 と は 、 決 済 媒 体 か ら 情 報 を 読 み 取 る た め の 機

器 を い う 。  

 (5)  「 発 行 者 」 と は 、 タ ッ チ 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る こ と が で き

る カ ー ド を 発 行 す る 者 及 び タ ッ チ 決 済 を 使 用 し て 乗 車 す る こ と

が で き る カ ー ド 機 能 を 提 供 し て い る 者 を い う 。  

 (6)  「 管 理 サ ー バ 」 と は 、 旅 客 が タ ッ チ 決 済 乗 車 に 使 用 し た カ ー

ド 又 は カ ー ド 機 能 の 識 別 番 号 、 乗 車 時 の 入 出 場 情 報 等 を 管 理 す

る サ ー バ を い う 。  

２  こ の 規 程 に 定 め の な い 用 語 の 意 義 に つ い て は 、 そ の 他 の 関 連 す

る 規 約 等 の 規 定 に よ る も の と す る 。  

 （ 禁 止 事 項 ）  

第 ４ 条  旅 客 は 、 偽 造 、 変 造 又 は 不 正 に 作 成 さ れ た 決 済 媒 体 を 使 用

し て 乗 車 し て は な ら な い 。  

 （ 旅 客 運 送 等 の 制 限 又 は 停 止 ）  

第 ５ 条  旅 客 の 運 送 の 円 滑 な 遂 行 を 確 保 す る た め 等 、 交 通 事 業 管 理

者 （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 必 要 で あ る と 認 め た と き は 、 都

度 利 用 の 乗 車 区 間 、 乗 車 経 路 、 乗 車 方 法 、 入 場 方 法 、 乗 車 す る 列

車 等 の 制 限 又 は 停 止 を す る こ と が あ る 。  

２  管 理 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 制 限 又 は 停 止 を す る と き は 、 そ の 旨

を 関 係 駅 等 に 掲 示 す る も の と す る 。  

３  本 条 に 基 づ く サ ー ビ ス の 制 限 又 は 停 止 に 対 し 、 横 浜 市 交 通 局 （  

 以 下 「 局 」 と い う 。 ） は そ の 責 め を 負 わ な い 。  

 （ 利 用 履 歴 の 確 認 ）  

第 ６ 条  旅 客 は 、 提 携 事 業 者 が 管 理 す る Ｗ ｅ ｂ サ イ ト に お い て 会 員

登 録 を す る こ と で 、 決 済 媒 体 に よ る 乗 車 日 、 乗 車 区 間 、 乗 車 運 賃

等 の 都 度 利 用 の 履 歴 を 確 認 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 定 め る 確 認 は 、 当 該 Ｗ ｅ ｂ サ イ ト 等 に ア ク セ ス し た 日 か

ら 最 大  365 日 前 の 乗 車 分 ま で 行 う こ と が で き る 。 た だ し 、 特 別 な

事 情 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

 （ 決 済 方 法 ）  

第 ７ 条  都 度 利 用 に 係 る 決 済 方 法 は 、 発 行 者 の 定 め に よ る も の と す

る 。  

 （ 免 責 事 項 ）  

第 ８ 条  カ ー ド 又 は カ ー ド 機 能 に お い て 、 発 行 者 に 起 因 す る 旅 客 の

損 害 又 は 発 行 者 の サ ー ビ ス 機 能 に 関 わ る 旅 客 の 損 害 等 に つ い て は  

 、 局 は 賠 償 責 任 を 負 わ な い 。  
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２  こ の 規 程 に 定 め の な い 決 済 媒 体 を 使 用 し た サ ー ビ ス （ 局 が 提 供

す る も の を 除 く 。 ） に 関 し て 生 じ た 旅 客 の 損 害 等 に つ い て は 、 局

は 賠 償 責 任 を 負 わ な い 。  

３  携 帯 情 報 端 末 等 に お け る 通 信 提 供 事 業 者 の シ ス テ ム 障 害 及 び 回

線 障 害 等 に 起 因 す る 旅 客 の 損 害 等 に つ い て は 、 局 は 賠 償 責 任 を 負

わ な い 。  

４  携 帯 情 報 端 末 等 の 通 信 費 用 等 に つ い て は 、 旅 客 が 負 担 す る も の

と す る 。  

   第 ２ 章  旅 客 営 業  

    第 １ 節  通 則  

 （ 契 約 の 成 立 時 期 及 び 適 用 規 程 ）  

第 ９ 条  都 度 利 用 に 関 す る 旅 客 運 送 の 契 約 は 、 高 速 鉄 道 の 駅 に お い

て 、 旅 客 が 対 応 改 札 機 に よ る 改 札 を 受 け た と き に 成 立 す る も の と

す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 契 約 が 成 立 し た と き 以 降 に お け る 取 扱 い に つ

い て は 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、 そ の 契 約 の 成 立 し た と き の

定 め に よ る 。  

 （ 使 用 方 法 ）  

第 10 条  都 度 利 用 は 、 決 済 媒 体 に よ る 駅 相 互 間 の 乗 車 に 限 る も の と

し 、 旅 客 の 決 済 媒 体 の 使 用 方 法 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お り と す

る 。  

 (1)  同 一 の 決 済 媒 体 に よ り 、 旅 行 開 始 駅 及 び 旅 行 終 了 駅 に お い て

対 応 改 札 機 で 情 報 を 読 み 取 り 、 入 場 及 び 出 場 し 乗 車 処 理 を 行 な

わ な け れ ば な ら な い 。  

 (2)  入 場 時 に 使 用 し た 決 済 媒 体 を 出 場 時 に 使 用 し な か っ た 場 合 は  

  、 当 該 決 済 媒 体 で 再 び 入 場 す る こ と は で き な い 。  

 (3)  携 帯 情 報 端 末 等 の 充 電 切 れ 、 故 障 又 は 通 信 障 害 等 の 旅 客 の 都

合 に よ り 、 前 条 に 定 め る 乗 車 処 理 が 不 能 と な っ た 場 合 、 都 度 利

用 に 関 す る 旅 客 運 送 の 契 約 は 無 効 と し て 取 り 扱 う 。  

 (4)  決 済 媒 体 を 紛 失 し た と き は 、 前 号 の 規 定 に 準 じ て 取 扱 う 。  

 （ 取 扱 区 間 ）  

第 11 条  高 速 鉄 道 に お け る 都 度 利 用 の 取 扱 区 間 は 、 全 線 と す る 。  

 （ 制 限 事 項 ）  

第 12 条  旅 客 の 都 度 利 用 に 際 し て は 、 次 に 掲 げ る 使 用 は で き な い も

の と す る 。  

 (1)  １ 回 の 乗 車 に つ き 、 ２ 以 上 の 決 済 媒 体 を 同 時 に 使 用 す る こ と

（ カ ー ド と 携 帯 情 報 端 末 等 の 紐 付 け を 行 っ た こ と で 、 入 場 時 に

使 用 し た 媒 体 と 出 場 時 に 使 用 す る 媒 体 が 異 な る 場 合 も 含 む 。 ）  

 (2)  決 済 媒 体 を 使 用 し て 、 乗 車 以 外 の 目 的 で 駅 に 入 場 す る こ と  

 (3)  決 済 媒 体 と 他 の 乗 車 券 を 併 用 す る こ と  
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 (4)  対 応 改 札 機 の 故 障 、 停 電 又 は シ ス テ ム 障 害 等 に よ り 取 扱 い が

で き な い と き に 決 済 媒 体 を 使 用 す る こ と  

 (5)  カ ー ド 又 は カ ー ド 機 能 の 利 用 可 能 額 超 過 等 の 事 由 に よ り 発 行

者 等 に よ る 使 用 制 限 又 は 使 用 停 止 の 措 置 を 受 け た こ と で 、 カ ー

ド 又 は カ ー ド 機 能 が 使 用 で き な い 状 態 に な っ た と き に 決 済 媒 体

を 使 用 す る こ と  

 (6)  旅 客 が 出 場 時 に 対 応 改 札 機 等 で 運 賃 の 収 受 を で き な い 経 路 を

乗 車 す る こ と  

 (7)  決 済 媒 体 に 名 義 人 が 登 録 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 決 済

媒 体 に 登 録 さ れ た 名 義 人 本 人 以 外 が 使 用 す る こ と  

 （ 旅 客 の 同 意 ）  

第 13 条  旅 客 は 、 都 度 利 用 に 際 し 、 こ の 規 程 及 び こ れ に 基 づ い て 定

め ら れ た 規 定 を 承 認 し 、 か つ 、 こ れ に 同 意 し た も の と す る 。  

    第 ２ 節  運 賃  

 （ 運 賃 ）  

第 14 条  決 済 媒 体 で 乗 車 し た 場 合 に 適 用 す る 運 賃 は 、 大 人 片 道 普 通

旅 客 運 賃 （ 以 下 「 普 通 旅 客 運 賃 」 と い う 。） と す る 。  

２  前 項 に 定 め る 普 通 旅 客 運 賃 は 、 施 行 規 程 第 10 条 第 ２ 項 に 定 め る

対 距 離 区 間 に 応 じ 、 次 に よ っ て 区 分 し た １ 円 単 位 運 賃 と す る 。  

区 間      普 通 旅 客 運 賃  

１ 区             円  

           210  

２ 区             242  

３ 区             272  

４ 区             304  

５ 区             335  

６ 区             367  

７ 区             398  

８ 区             430  

９ 区             462  

10 区             492  

11 区             524  

12 区             555  

３  管 理 者 は 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 同 項 に 規 定 す る 種 類 以 外 の 運 賃 を 定 め る こ と が で き る 。  

４  都 度 利 用 に お け る 高 速 鉄 道 で 決 済 が で き る 各 ブ ラ ン ド は 、 Ｖ ｉ

ｓ ａ 、 Ｊ Ｃ Ｂ 、 Ａ ｍ ｅ ｒ ｉ ｃ ａ ｎ  Ｅ ｘ ｐ ｒ ｅ ｓ ｓ 、 Ｄ ｉ ｎ ｅ ｒ

ｓ  Ｃ ｌ ｕ ｂ 、 Ｄ ｉ ｓ ｃ ｏ ｖ ｅ ｒ 、 銀 聯 と す る 。  

５  都 度 利 用 に よ り 発 生 し た 普 通 旅 客 運 賃 は 、 カ ー ド 又 は カ ー ド 機
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能 の 発 行 者 が 、 局 と 加 盟 店 契 約 を 結 ん で い る 事 業 者 （ 以 下 「 加 盟

店 管 理 会 社 」 と い う 。 ） を 通 じ て 局 に 立 替 払 い を す る も の と す る

。  

６  前 項 の 立 替 払 い に 伴 う 、 発 行 者 か ら 旅 客 に 対 す る 請 求 方 法 に つ

い て は 、 当 該 発 行 者 が 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

７  都 度 利 用 に よ り 発 生 し た 普 通 旅 客 運 賃 に 係 る 債 権 は 、 １ 日 単 位

で 集 計 す る も の と す る 。 な お 、 発 行 者 か ら 旅 客 に 対 す る 請 求 方 法

に つ い て は 、 当 該 発 行 者 が 別 に 定 め る も の と す る 。  

８  小 児 又 は 施 行 規 程 第 31 条 第 1 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が

都 度 利 用 を 行 う 場 合 で あ っ て も 、 当 該 旅 客 か ら は 第 ２ 項 に 定 め る

普 通 旅 客 運 賃 を 収 受 す る 。  

    第 ３ 節  効 力  

 （ 効 力 ）  

第 15 条  第 10 条 に 定 め る 旅 客 の 都 度 利 用 に お い て は 、 次 の 各 号 に 定

め る と お り と す る 。  

 (1)  片 道 １ 回 の 旅 行 に 限 り 有 効 と す る 。  

 (2)  １ つ の 決 済 媒 体 に つ き 、 同 時 に １ 人 の み 、 入 場 処 理 を 行 う こ

と が で き る 。  

 (3)  入 場 処 理 さ れ た 決 済 媒 体 は 出 場 処 理 が 行 わ れ る ま で の 間 、 新

た な 入 場 処 理 を 行 う こ と は で き な い 。  

 (4)  決 済 媒 体 の 入 場 処 理 を 行 っ た 当 日 に 限 り 有 効 と す る 。  

 (5)  途 中 下 車 の 取 扱 い は 行 わ な い 。  

 （ 無 効 と な る 場 合 ）  

第 16 条  管 理 者 は 、 旅 客 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 都 度 利

用 に 関 す る 旅 客 運 送 の 契 約 を 無 効 と し て 取 り 扱 い 、 当 該 旅 客 の 乗

車 駅 か ら の 区 間 に 対 す る 施 行 規 程 に 定 め る 普 通 旅 客 運 賃 及 び そ の

２ 倍 に 相 当 す る 額 の 増 運 賃 を 収 受 す る 。  

 (1)  決 済 媒 体 を 他 人 か ら 譲 り 受 け て 使 用 し た 場 合  

 (2)  係 員 の 承 諾 な く 対 応 改 札 機 に よ る 改 札 を 受 け ず に 入 出 場 し た

場 合  

 (3)  決 済 媒 体 に 登 録 さ れ た 名 義 人 本 人 以 外 が 当 該 決 済 媒 体 を 使 用

し た 場 合  

 (4)  旅 客 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、 決 済 媒 体 が 使 用 で き な い

状 態 と な っ た 場 合  

 (5)  そ の 他 、 不 正 乗 車 の 手 段 と し て 使 用 し た 場 合  

２  偽 造 、 変 造 又 は 不 正 に 作 成 さ れ た 決 済 媒 体 を 使 用 し た 場 合 は 、

前 項 の 定 め を 準 用 す る 。  

 （ 不 正 旅 客 の 乗 車 駅 不 明 の 場 合 の 取 扱 い ）  

第 17 条  前 条 に 規 定 す る 旅 客 の 乗 車 駅 が 判 明 し な い 場 合 は 、 そ の 列

車 の 出 発 駅 か ら 乗 車 し た も の と し て 、 施 行 規 程 に 定 め る 普 通 旅 客
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運 賃 及 び そ の ２ 倍 に 相 当 す る 額 の 増 運 賃 を 収 受 す る 。  

２  前 回 利 用 時 の 出 場 情 報 が な い 決 済 媒 体 の 取 扱 い は 、 別 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

    第 ４ 節  特 殊 な 取 扱 い  

 （ 同 一 駅 で 出 場 す る 場 合 ）  

第 18 条  旅 客 が 、 決 済 媒 体 で 対 応 改 札 機 か ら 入 場 し た 後 、 任 意 の 駅

ま で 乗 車 し 、 出 場 せ ず に 再 び 旅 行 開 始 駅 ま で 乗 車 し て 出 場 す る 場

合 は 、 当 該 乗 車 は 都 度 利 用 と し て 取 り 扱 わ な い 。 こ の 場 合 、 旅 客

は 、 乗 車 区 間 に 対 す る 施 行 規 程 に 定 め る 普 通 旅 客 運 賃 を 現 金 等 の

方 法 で 支 払 い 、 当 該 決 済 媒 体 の 発 駅 情 報 の 消 去 処 理 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

２  旅 客 が 、 決 済 媒 体 で 対 応 改 札 機 か ら 入 場 し た 後 、 乗 車 せ ず に 同

一 駅 で 出 場 す る 場 合 は 、 都 度 利 用 と し て 取 り 扱 わ な い 。 こ の 場 合

、 旅 客 は 、 施 行 規 程 に 定 め る １ 区 相 当 の 普 通 旅 客 運 賃 を 現 金 等 の

方 法 で 支 払 い 、 当 該 決 済 媒 体 の 発 駅 情 報 の 消 去 処 理 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

 （ 入 場 処 理 未 了 時 の 取 扱 い ）  

第 19 条  旅 客 は 、 入 場 処 理 が さ れ て い な い 決 済 媒 体 を 使 用 し て 出 場

し よ う と し た 場 合 は 、 出 場 駅 か ら 最 遠 区 間 に 対 す る 施 行 規 程 に 定

め る 普 通 旅 客 運 賃 及 び そ の ２ 倍 に 相 当 す る 額 の 増 運 賃 を 現 金 で 支

払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 旅 客 に 特 別 の 事 由 が あ り 、 か つ

、 悪 意 が な い と 管 理 者 が 認 め る と き は 、 旅 客 の 申 し 出 に よ る 乗 車

駅 に 対 す る 入 場 処 理 を 行 い 、 そ の 後 当 該 出 場 駅 の 出 場 処 理 を 行 う

も の と す る 。 な お 、 当 該 入 場 処 理 が で き な い 場 合 は 、 乗 車 区 間 に

対 す る 施 行 規 程 に 定 め る 普 通 旅 客 運 賃 を 現 金 等 の 方 法 に よ り 支 払

う も の と す る 。  

 （ 出 場 処 理 未 了 時 の 取 扱 い ）  

第 20 条  旅 客 は 、 出 場 処 理 が さ れ て い な い 決 済 媒 体 を 使 用 し て 入 場

し よ う と し た 場 合 は 、 当 該 媒 体 に 記 録 さ れ た 入 場 駅 か ら 最 遠 区 間

に 対 す る 施 行 規 程 に 定 め る 普 通 旅 客 運 賃 及 び そ の ２ 倍 に 相 当 す る

額 の 増 運 賃 を あ わ せ て 現 金 で 支 払 い 、 発 駅 情 報 の 消 去 処 理 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 旅 客 に 特 別 の 事 由 が あ り 、 か つ 、 悪

意 が な い と 管 理 者 が 認 め る と き は 、 旅 客 か ら 申 し 出 の あ っ た 乗 車

区 間 に 対 す る 出 場 処 理 を 行 う も の と す る 。 な お 、 こ の 出 場 処 理 が

で き な い 場 合 は 、 当 該 都 度 利 用 に 関 す る 旅 客 運 送 の 契 約 を 無 効 と

し て 取 り 扱 う も の と し 、 旅 客 は 、 乗 車 区 間 に 対 す る 施 行 規 程 に 定

め る 普 通 旅 客 運 賃 を 現 金 等 の 方 法 に よ り 支 払 い 、 発 駅 情 報 の 消 去

処 理 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 列 車 運 行 不 能 時 の 取 扱 い ）  

第 21 条  旅 客 は 、 決 済 媒 体 の 入 場 処 理 を 受 け た 後 に 、 列 車 が 運 行 不
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能 と な っ た 場 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 取 扱 い を 選 択 す る こ と が で

き る 。  

 (1)  無 賃 送 還  

 (2)  任 意 に よ る 旅 行 中 止  

２  前 項 第 １ 号 の 取 扱 い を 選 択 し た 旅 客 に つ い て は 、 入 場 処 理 を 行

っ た 駅 ま で 無 賃 送 還 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 入 場 処 理 を 行

っ た 駅 に お い て 、 当 該 決 済 媒 体 の 発 駅 情 報 の 消 去 処 理 を 行 う 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 旅 客 が 無 賃 送 還 中 の 途 中 駅 で の 下 車

を 希 望 す る 場 合 、 発 駅 か ら 途 中 駅 ま で の 普 通 旅 客 運 賃 相 当 額 を 当

該 媒 体 か ら 収 受 す る 。 こ の 場 合 、 途 中 駅 に お い て 、 当 該 決 済 媒 体

の 出 場 処 理 を 行 う も の と す る 。  

４  第 １ 項 第 ２ 号 の 取 扱 い を 選 択 し た 旅 客 に つ い て は 、 発 駅 か ら 途

中 駅 ま で の 普 通 旅 客 運 賃 相 当 額 を 途 中 駅 に お い て 当 該 決 済 媒 体 か

ら 収 受 す る 。 こ の 場 合 、 途 中 駅 に お い て 、 当 該 決 済 媒 体 の 出 場 処

理 を 行 う も の と す る 。  

   第 ３ 章  そ の 他 の 取 扱 い  

 （ 個 人 情 報 の 取 扱 い ）  

第 22 条  決 済 媒 体 に 係 る 個 人 情 報 の 取 扱 い は 発 行 者 、 提 携 事 業 者 又

は 加 盟 店 管 理 会 社 等 が 定 め る 会 員 規 約 等 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 局 が 旅 客 の 高 速 鉄 道 に お け る 都 度 利

用 に 係 る 乗 車 運 賃 を 含 む 情 報 の 修 正 等 を 行 う こ と を 目 的 と し て 取

得 し た 個 人 情 報 （ 氏 名 、 カ ー ド 又 は カ ー ド 機 能 の 番 号 の 一 部 、 電

話 番 号 、 乗 降 履 歴 、 利 用 日 時 等 ） を 、 提 携 事 業 者 及 び 加 盟 店 管 理

会 社 等 へ 提 供 す る こ と に 、 旅 客 は 同 意 す る も の と す る 。  

 （ 本 人 確 認 ）  

第 23 条  旅 客 は 、 都 度 利 用 で 使 用 す る カ ー ド 又 は カ ー ド 機 能 の 名 義

人 本 人 で あ る こ と の 確 認 を 係 員 か ら 求 め ら れ た 際 は 、 こ れ に 応 じ

な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 12 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 高 速 鉄 道 運 賃 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に

公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 26 号  

   横 浜 市 高 速 鉄 道 運 賃 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 横 浜 市 高 速 鉄 道 運 賃 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 47 年 12 月 交 通 局 規 程 第 27

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 ３  第 １ 項 の ほ か 、 横 浜 市 高 速 鉄 道 で 使 用 す る こ と の で き る ク レ

ジ ッ ト カ ー ド 、 デ ビ ッ ト カ ー ド 及 び プ リ ペ イ ド カ ー ド 又 は カ ー

ド 機 能 を 搭 載 し て い る 携 帯 情 報 端 末 等 の 機 器 を 使 用 し た 乗 車 （

以 下 「 都 度 利 用 」 と い う 。 ） に よ る 旅 客 運 送 等 の 取 扱 い に つ い

て は 、 横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程 （ 令 和 ６ 年 11 月

交 通 局 規 程 第 25 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 第 17 条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 ２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 １ 条 第 ２ 項 に 掲 げ る Ｉ Ｃ カ ー ド

を 媒 体 と し た 乗 車 券 に よ り 乗 車 す る 場 合 及 び 同 条 第 ３ 項 に 掲 げ

る 都 度 利 用 を 行 う 場 合 に 適 用 す る １ 円 単 位 の 普 通 旅 客 運 賃 の 額

は 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 ３ 号 様 式 の ２ （ 第 33 条 第 ２ 項 ） を 次 の よ う に 改 め る 。  

 「  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              」  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 12 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
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教 育 委 員 会  

 

横 浜 市 教 育 委 員 会 告 示 第 26 号  

   横 浜 市 指 定 有 形 文 化 財 の 指 定  

 横 浜 市 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 62 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 53 号 ） 第 ６ 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 文 化 財 を 横 浜 市 指 定 有 形 文 化 財 に 指 定

す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

   名  称  員  数  所 有 者  所 在 の 場 所  

彫 刻  

木 造 釈 迦 如 来 お よ び

右 脇 侍 像  

２ 軀  宗 教 法 人 東 漸 寺  磯 子 区 杉 田 一

丁 目 ９ 番 １ 号  

典 籍  

仏 垂 般 涅 槃 略 説 教 誡

経 （ 仏 遺 教 経 ）  伝

道 元 筆  

１ 巻  宗 教 法 人 大 本 山 總

持 寺  

鶴 見 区 鶴 見 二

丁 目 １ 番 １ 号  

建 造 物  

西 教 寺 本 堂  １ 棟  宗 教 法 人 西 教 寺  南 区 三 春 台 13  

7 番 地  
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区 選 挙 管 理 委 員 会  

 

港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ６ 年 10 月 14 日 掲 示 済 ）  

   選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日  

 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  100 号 ） 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 令 和 ６ 年 12 月 １ 日 に お け る 選 挙 人 名 簿 へ の 登 録 を 行 う 日 は 、 登 録

月 の １ 日 の 直 後 の 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 休 日 以 外 の 日 と す

る 。  

   令 和 ６ 年 10 月 14 日  

                横 浜 市 港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 登 録 を 行 う 日  

 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  
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港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 19 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 11 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 11 月 10 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 11 日  

                横 浜 市 港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  伊  藤  亮  二  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  吉  田  義  穗  
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保 土 ケ 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 16 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 11 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 11 月 10 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 11 日  

              横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  相  原  信  治  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  田  村  眞 佐 子  
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旭 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 17 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 11 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 11 月 10 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 11 日  

                 横 浜 市 旭 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  篠  﨑  啓  史  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  大  田  陽  夫  
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瀬 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 15 号 （ 令 和 ６ 年 11 月 11 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 11 月 10 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 11 月 11 日  

                横 浜 市 瀬 谷 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  松  下    登  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  諸  橋  政  治  
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市 会  

 

横 浜 市 会 規 程 第 ９ 号  

 横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 横

浜 市 会 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ６ 年 11 月 25 日  

               横 浜 市 会 議 長  鈴  木  太  郎   

 第 ３ 条 第 ８ 号 中 「 保 険 者 番 号 及 び 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号 」 を 「 被 保

険 者 記 号 ・ 番 号 等 」 に 改 め 、 同 条 第 14 号 中 「 保 険 者 番 号 及 び 被 保 険

者 番 号 」 を 「 被 保 険 者 番 号 等 」 に 改 め る 。  

 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 、 健 康 保 険 の 被 保 険 者 証 」 を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  
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正 誤  

 

 令 和 ６ 年 定 期 第  178 号 60 ペ ー ジ 11 行 目 「 （ 生 活 保 護 に 関 す る 事 務

の 項 」 は 、 「 （ 生 活 保 護 法 に 関 す る 事 務 の 項 」 の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 定 期 第  178 号 60 ペ ー ジ 及 び 64 ペ ー ジ 表 中  

「    

生  

活  

保  

護  

に  

関  

す  

る  

事  

務  

   」  

は  

「   

生  

活  

保  

護  

法  

に  

関  

す  

る  

事  

務  

   」  

の 誤 り 。  

 令 和 ６ 年 定 期 第  178 号 75 ペ ー ジ 表 中  

「  
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   こ と 。 費 用

の 支 出 及 び

戻 入 に 関 す

る こ と 。  

(36)  横 浜 市 福

祉 保 健 セ ン

タ ー 長 委 任

規 則 に 定 め

る 費 用 の 徴

収 等 に 関 す

る 事 務 及 び

支 出 事 務 (

第 １ 項 か ら

第 ３ 項 ま で

に 定 め る 事

務 に 限 る 。

） に 係 る 調

定 通 知 及 び

戻 出 命 令 並

び に 支 出 命

令 に 関 す る

こ と 。  

 

                             」  

は  

「  

    こ と 。  

(36)  横 浜 市 福

祉 保 健 セ ン

タ ー 長 委 任

規 則 に 定 め

る 費 用 の 徴

収 等 に 関 す

る 事 務 及 び

支 出 事 務 (

第 １ 項 か ら

第 ３ 項 ま で

に 定 め る 事

務 に 限 る 。

） に 係 る 調

定 通 知 及 び  
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   戻 出 命 令 並

び に 支 出 命

令 に 関 す る

こ と 。  

 

                             」  

の 誤 り 。  

 




